
別紙 5 
外国の第三者への個人データの提供について 
 

JP モルガン証券株式会社 
 
外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守

するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、

当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければ

ならない場面がございます。このような場面において、法令等により定められた期限、手続

きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。

よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、外国証券取引

口座約款に規定された場面に限り、個人データを提供させていただきます。 
 
将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機

関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、

事前に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできませ

んが、個人データの提供先となる可能性のある外国における個人情報の保護に関する制度

に関する情報については、下記の個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。 
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku 
 
事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人

情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置

に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。 
 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku

